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◇九段会計通信 Vol.36のコンテンツ◇

■こんなときどうなる？身近な税務トピック
　　・通勤手当について編
■突然税務署職員が来たら
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■中期経営計画セミナー開催中です！
■編集後記

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘
通勤手当について編

4月になり、新入社員の入社、異動や引越など、
環境が変化した社員の方も多いのではないでしょうか。
自宅から勤務先までの移動に支給される通勤手当は
基本的に所得税が課税されない（非課税）の手当になりますが、
場合によってはこれに当てはまらないケースもあるので
注意が必要です。
今回はこの通勤手当をまとめてみましたので、ご確認ください。

役員や使用人に支給する通勤手当は、
月額10万円を限度とし、一定の金額まで非課税となっています。
この場合の非課税となる一定の金額とは、
それぞれ次のように区別して、定められています。

(1)電車やバスなどの交通機関だけを利用している人

最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の、
1ヶ月間の通勤定期券などの金額。

(2)電車やバスは使用せず、マイカー等だけを利用して通勤している人
片道の通勤距離に応じて、それぞれ次の金額。

自宅から会社までの片道の通勤距離
　（(3)の場合はマイカー等の片道距離）

非課税となる一定の金額（1ヶ月あたり）
2キロメートル未満　　　　　　　　　　　　　　　　0円
2キロメートル以上10キロメートル未満　　　4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満　　6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満　　11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満　　16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満　　20,900円
45キロメートル以上　　　　　　　　　　　　　　24,500円

(3)電車やバスなどの交通機関のほかにマイカー等も使って通勤している人
上記の(1)(2)を合計した金額。



ただし、その合計額が1ヶ月あたり10万円を超える場合には、
10万円が限度となります。
通勤手当が高額になる方、マイカー通勤をする方が
社員にいらっしゃる場合には、
給与計算に注意した方がよいでしょう。　

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹

┌――┐彡■突然税務署職員が来たら
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【突然税務署職員が来たら 】

最近、財政難もあってか、税務調査が増えてきました。
どんな会社でも税務調査というものがあり、
通常ですと、税務署職員が突然会社様に来るのではなく、
顧問税理士に連絡があり、日程を調整してから調査に来ます。

しかし、飲食店など、現金を扱う会社様などは、
いきなり税務署職員が来ることがあります。
どんな会社でも税務調査があるとはいえ、いきなり来ると
従業員の方もびっくりしてしまいますし、
営業に支障があってもいけません。

そのため、もしも予告なしにいきなり来た場合、
以下の点に注意して対応してください。

１．顧問税理士が到着するまでは調査官を店内（会社内）に入れない
２．すぐ顧問税理士に連絡を取る
３．顧問税理士と連絡が取れるまで質問などに答えない
４．顧問税理士の指示に従い、勝手な判断をしない
５．顧問税理士到着後、税理士立ち会いのもと税務調査を受ける

※「勝手に判断すると顧問税理士に叱られますので」と
調査官に言って納得して頂きましょう。

このことは、社長様が外出中にも起こるかもしれません。
是非従業員の方にもお伝え下さい。

ご不明な点がございましたら弊所担当者までいつでもご相談下さい。

┌――┐彡■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
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永久に続く休暇とは、地獄の適切な定義である。

-バーナード・ショー（作家）

間もなく連休。
普段勤しんでいるものがあるからこそ、



休みは意味を持つのかもしれません。
勝ちがあるから負けがあるのと同じように、
対概念があって初めて成り立つものです。

よい連休を！

メールマガジン編集担当　　新井　良平

┌――┐彡■中期経営計画セミナー開催中です！
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

只今、九段会計事務所では
中期(5ヵ年)経営計画立案セミナーを開催中です！
九段会計事務所の所員小林・新井が社長様に
丸一日密着し、御社の中期経営計画書の策定をお手伝いします！

●経営計画を立てる事により、
企業の進むべき道筋が明確になり、
社員の方々全員とビジョンを共有でき、
全社員一丸となって目標に向かって進む事が出来ます！

「今まで中々、経営計画までは手が回ってないな・・・」
「経営計画を立てようとは思っているけど・・・」
とお考えになられている経営者様は各担当者もしくは
担当小林まで是非ご連絡をいただければと思います！

経営計画担当　小林・新井

┌――┐彡■編集後記
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先日、顧問先様主催のバーベキューに参加させていただきました。
お子様を連れて参加された方もいて、
5歳の男の子と3歳の女の子がいて、二人とも初対面。
どうやってお友達になるのか、見守らせていただきました。
最初は、遊ぶ道具も男の子と女の子では違うし、興味も違う。
しかし、だんだん遊ぶ道具を共有しだし、
距離も近づいて、お菓子をあげるきっかけで話しかけ、
いつの間にか仲良くなってました。
こうやってコミュニケーションが生まれるんだな、と改めて実感しました。

また、私自身も子供が好きなので、
とりあえずしゃがんで目線を同じ高さにし、
話しかけ、本人が話しはじめたら、ちゃんと顔を見てうなずきながら、
最後までしっかり聞くと、信頼してくれたのか、
おもちゃを貸してくれたり、お菓子をくれたり、
抱きついてきたりと、仲良くしてくれるようになりました。
これって、子供に限らず、普段のコミュニケーションも同じなんだな、と
改めて感じました。

ちゃんと相手の目を見て、相槌をうち、
「すごいね！」と褒め、
相手がちゃんと話し終わるまでしっかり聞く。（話の腰を折らない）
これが大事なんですね。



子供からも学ぶことが多いと実感しました。

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp
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〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp
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